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   Ｃ０８Ｌ  23/28     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  101/00     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/04     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月14日(2015.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
成分（Ｃ）の配合量は、成分（Ａ）１００質量部に対して１～１００質量部、好ましくは
１０～６０質量部、より好ましくは２０～５０質量部である。上記下限よりも少ないと、
体積抵抗率と引張伸びとのバランスが低下し、下記式（１）を満たすことができない。多
過ぎると、引張伸び、耐折曲性および柔軟性が不十分になる場合がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
カーボンファイバーは、その繊維配向方向には高い導電性を付与することができるが、繊
維配向方向と鉛直方向での導電性は低く、したがって、フィルムの測定位置や方向によっ
て導電性の値が大きく違うという問題がある。しかし、驚くべきことに、成分（Ｄ）を炭
素成分（Ｂ）および（Ｃ）と共に成分（Ａ）に入れると、上記問題は大きく改良される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】



(2) JP 2013-216786 A5 2015.3.5

【００５２】
さらに、実施例９のフィルムについては、引張試験の後の体積抵抗率ρも測定した。フィ
ルムの幅方向を長手方向として１００ｍｍ×２５ｍｍの大きさに切り出したフィルムを試
験片とし、その中心点（両対角線の交点）にマジックでマークし、引張速度５ｍｍ／分の
条件で、チャック間の初期距離５０ｍｍが１００ｍｍになるまで引張した後、上記マーク
位置１箇所を測定位置としたこと以外は、上記（イ）と同様にして引張試験後の体積抵抗
率ρを測定した。引張試験前の体積抵抗率が２．５×１０－１Ω・ｃｍであるのに対し、
引張試験後は３．６×１００Ω・ｃｍであった。つまり、１００％の引張変形をしても、
体積抵抗率の増加は１桁であった。これは、本発明の樹脂組成物からなる導電性樹脂フィ
ルムは、変形による導電性の変化が非常に小さいことを示す。
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